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本研修のスケジュール

開
始 終了 内容 担当

13:30 13:35 0:05 オリエンテーション 事務局

13:35 14:20 0:45
Ⅰ：法定後見制度の誤解をただす

～不自然な理屈で任意後見・家族信託へ
強引に誘導しないために～

一般社団法人家族信託普及協会
代表理事 宮田 浩志

14:20 14:50 0:30 Ⅱ：リモート公正証書作成スタート
～具体的な利用手順についての最新情報～

日本公証人連合会
総括理事

上野公証役場 公証人
加藤 朋寛 様

14:50 15:00 0:10 休憩

15:00 16:20 1:20
Ⅱ：福祉型に特化した活動を展開される

ふくし信託株式会社
ふくし信託株式会社

代表取締役 山北 英仁 様

16:20 16:30 0:10 全体質疑応答
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（13:35～14:20）

Ⅰ：法定後見制度の誤解をただす
～不自然な理屈で任意後見・家族信託
   へ強引に誘導しないために～

一般社団法人家族信託普及協会
代表理事

宮田 浩志
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家族信託を勧めようとするばかりに、以下のような発言をしてしまってはいませんか？

１）後見制度の利用は“伸び悩んでいる“一方で、家族信託の利用は”急速に伸びています”

２）後見制度の利用に要する「審査（審理）」には長期間かかります。

３）後見制度の利用を申請すると、必ず「鑑定」が必要となり期間と費用がかかります

４）法定後見において、親族は後見人に選任されにくいから、家族に面倒をみてもらえる、
「任意後見」や「家族信託」の方が安心ですね

      ５）法定後見では、裁判所が見ず知らずの専門家を後見人として選任するため、どんな人が
後見人になるかが分からず、不安である（人柄に問題のある専門職もいる）
→だから任意後見契約の方が安心

６）後見制度を利用すると、不動産は売れない

７）法定後見よりも任意後見の方が柔軟な財産管理ができる
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

１）後見制度の利用は“伸び悩んでいる“一方で、家族信託の利用は”急速に伸びている” ？

令和2年対比、

●申立総数は12％の伸び
●後見開始は9％の伸び
●任意後見監督人選任は18％の伸び

後見制度の利用は着実に拡大しています！
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成年後見関係事件の概況―令和6年1月～12月
最高裁判所事務総局家庭局
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

２）後見制度の利用を申請しても、「審査（審理）期間」が長くかかる？

令和6年現在、

●１か月以内が38.4％
●２か月以内で72％
●３か月以内では87.4％
●４か月以内で93.8%

多くは２か月以内に処理されています！

以下の場合には、処理が長期化します
・後見人候補者無しで申し立てた場合

・後見人候補者無しで申し立てる場合 ・親族後見人候補者がはねられた場合
(親族の反対意見、候補者の適格性に難）

・鑑定が実施される場合
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

３）後見制度の利用を申請すると、必ず「鑑定」が必要となり期間と費用を要する？

申立て総数に対し、鑑定を実施したのは
全体の「3.8％」である！

鑑定に要した期間は
●１か月以内が50.7.％
●２か月以内で88.9％
●３か月以内では96.６％

鑑定に要した費用は
●5万円以下が44.5%
●10万円以下が87.1％
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

４）法定後見において、親族は後見人に選任されにくい？

特別な事情（下記）が無ければ、法定後見であっても原則的に親族が後見人に選任される

特別な事情とは？

・推定相続人となる家族からの反対意見が出される
・候補者が高齢
・候補者の収入が無く、本人の資産から援助を受けている
・候補者の居住地が遠方
・本人からの借入れがある

（上記以外でも）
・資産規模が大きい場合や不動産所得が高額な場合、相続手続き(遺産分割協議）が
控えている場合などは、職業後見人単独、又は職業後見人との“複数後見”になる
ケースもある。
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

４）法定後見において、親族は後見人に選任されにくい？

後見人として
●親族が選任されたのは17.1％
●親族以外が選任されたのは82.9％

このデータをもって、「親族が選任されない」と
いう結論は間違い。

そもそも、全後見申立てのうち、後見人の候補
者として、親族がいる割合は21.3％である。
単純計算をしても、親族が候補者としているケー
スであれば、80％以上は親族が選任されている。

（残り20％は前述の「特別な事情」が故と推測
される）

⇒「任意後見契約」を受注したいがため？
⇒職業後見人として受任がしたいがため？
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

５）法定後見では、裁判所が見ず知らずの専門家を後見人として選任するため、どんな人が
後見人になるかが分からず、不安である（問題のある後見人もいる）
→だから任意後見契約の方が安心

法定後見では、「後見人候補」を記載して申立てることが重要！

親族後見人がいない場合、又は親族後見人と複数後見が想定され得る場合はあらかじめ信頼できる
職業後見人候補者を探しておくことが重要。
候補者を探さず家庭裁判所の選任を待つのはギャンブルであり、実務では絶対にお勧めしない。

※後見制度を利用したが、
「専門職がスピーディに入院入所手続きや立替金の精算をしてくれない」
「専門職の態度が高圧的で不愉快な思いをした」
「事務的な対応しかしてくれず、不満が残った」
等の声が散見されるが、これらは「後見申立ての際に『信頼できる後見人候補を探して依頼する』
というステップを飛ばしたことで発生するリスクであるともいえる。

⇒要は「後見制度のリスク」ではなく、申立を担当した専門家の説明不足・サポート不足の可能性
⇒申立業務のみを行う専門職ではなく、後見人候補者にもなれる専門職に申立てを依頼するのが無難
⇒申立業務のみを行う専門職であっても、「お客様にとって最適な後見人を探す」努力が必要
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

５）法定後見では、裁判所が見ず知らずの専門家を後見人として選任するため、どんな人が
後見人になるかが分からず、不安である（問題のある後見人もいる）
→だから任意後見契約の方が安心

≪ 任意後見契約で備えるべき典型的ケース ≫
※ 後見人候補者がはじかれるリスクを排除したい場合に利用する

（１）家族に紛争性がある場合
（家族から候補者に対して反対意見が出る可能性が高い場合）

（２）候補者が高齢の場合
（３）候補者の収入が無く、本人の資産から援助を受けている場合
（４）候補者の居住地が遠方の場合
（５）本人からの借入れがある場合
（６）資産規模が大きい場合や不動産所得が高額な場合
（７）相続手続き(遺産分割協議）が控えている場合
（８）親族以外の第三者（専門職、支援団体、親友など）に確実に任せたい場合

11

Ⅰ：法定後見制度の誤解をただす
                                                                                                                             （13:35～14:20）



家族信託専門士・コーディネーターフォロー研修202509
Copyright (C) 一般社団法人家族信託普及協会

＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

６）後見制度を利用すると、不動産は売れない

●法定後見：現自宅又は以前自宅だった不動産（持家・借家を問わず）を
売却・賃貸・退去・解体する場合には
家庭裁判所に「居住用財産の処分許可」が必要

⇒ 自宅の処分には合理的な理由が必要！

● 任意後見：「居住用財産の処分許可」は不要

⇒ 事前の許可は不要でも、合理的な理由が無い処分には、
事後的(後見報告時）に問題となる可能性がある！
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

７）法定後見よりも任意後見の方が柔軟な財産管理ができる

「任意後見制度」も「法定後見制度」も、どちらも法律に基づく成年後見制度なので、
根底にある制度趣旨・理念は同じ。

⇒ 運用実務において、任意後見は自由度が高く、積極的な資産運用や相続税対策ができる、
手間やコストの負担が軽いというのは誤り！

むしろ、任意後見は絶対的にランニングコスト（任意後見監督人報酬）が
ずっと発生するので、本人の生涯にかかる累積コストの負担は軽くない。

⇒ 柔軟かつ軽負担の財産管理、積極的な遺産運用・相続税対策をしたい場合、
あるいは、生涯にかかる累積コストの軽減や生涯コストの“見える化” を
したい場合は、「家族信託」を選択することは良策となり得る！
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＜多くの一般市民（専門家も含め）が持つ、成年後見制度の誤解＞

これから変更されるかもしれない、後見制度改正の方向性

≪現状の課題１≫
後見制度は一度開始すると、判断能力が回復しない限り利用をやめられない。
つまり、実務上は、本人が亡くなるまで止められない。（後見制度利用に伴う支出は一生続く）

⇒ 必要性がなくなれば、終了することもできるスポット的利用案

≪現状の課題２≫
後見人の包括的な代理権等により、本人の自己決定が必要以上に制限される。

⇒ 包括的な代理権等よりも狭い、本人に必要な特定の権限を付与する案

≪現状の課題３≫
本人の意見・ニーズと、後見人との方針が合わず、本人保護が十分に実現できていない。
（一度選任された後見人は、不正や健康上の理由など特別な事情が無い限り交代できない）

⇒ 本人の利益のために特に必要がある場合には交代（解任）できる案
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（14:20～14:50）

Ⅱ：リモート公正証書作成スタート
具体的な利用手順についての

最新情報

日本公証人連合会
総括理事

上野公証役場 公証人

加藤 朋寛 様
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Ⅱ：リモート公正証書作成スタート 具体的な利用手順についての最新情報
（14:20～14:50）

＝事前にお送りした質問＝

１．リモートによる信託公正証書作成はいつから始まりますか？

２．早速信託公正証書のリモート作成を希望しているお客様がいるのですが、「事前準備」はいつから
可能ですか？

３．同じく、公正証書遺言のリモート作成を希望しているお客様がいるのですが、「事前準備」はいつから
可能ですか？

４．リモートによる公正証書作成を申し込みたいのですが、公証人連合会のホームページに掲載されている
指定公証人は地域に関係なく依頼して良いのですか？

５．指定公証人の中で、「家族信託（民事信託）」に精通されている公証人はどなたかを知る方法は
ありますか？

６．リモートによる信託公正証書を作成する際の公証役場手数料は決定しましたか？
７．（同じく）リモートによる公正証書遺言を作成する際の手数料も教えてください。

８．リモートによる信託公正証書を利用するケースで、当事者が公証役場に出向かずに作成する場合には、
公証役場手数料はどのように納付するのですか？

９．お客様を当事務所にお迎えして、公証役場とつなぎ、リモートで信託公正証書を作成したいと思ってお
ります。しかし、初めてのことで上手く進行できるか不安です。事前に「テスト接続」や「電子署名の
予行演習」は可能でしょうか？
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電子公正証書制度の
補足説明
日本公証人連合会総括理事

加 藤 朋 寛

令和７年９月１９日
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改正公証人法の施行について

１ 改正公証人法の施行期日－令和７年10月１日
改正公証人法自体は、全国一斉に施行

⇒ 同日以降の公正証書の作成は、新法に従って行われる。

・ 電子公正証書作成等は、指定を受けた公証人が取り扱うため。
（改正公証人法（以下「新法」）第７条の２）

法務大臣の指定を受けた日に作成する公正証書からデジタル化

２ 個々の役場における電子公正証書への移行

電子公正証書・リモート作成の開始時期は、役場毎に異なる。

・ 指定前に相談があった場合でも、公正証書の作成が指定を受けた日
以後であれば、原則として電子公正証書として作成。

個々の公証人が指定を受ける日については、今後公表される見込み

家族信託専門士・コーディネーターフォロー研修202509
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改正公証人法の施行について

３ 指定前の公証人による公正証書の作成について
書面（紙）で公正証書原本を作成（新法３６条２号）

ただし、新法が定める書面での公正証書の作成の方式に従う。

・ 用紙は、罫紙でなくてもよい。（改正公証人法施行規則（以下「新施行規則」）１０条）
書面での作成に関する変更点

・ 列席者の職業の記載は不要。（新法３８条、新規則２４条）
・ 列席者は署名のみで、押印不要。（新法４０条５項）
← 保証意思宣明公正証書の保証人、成年被後見人の遺言公正証書の立会

医師等、法律で要求されている場合は押印が必要
← 印鑑証明書が本人確認資料であるときは、実印の押捺を求めることもあり得る。

etc.
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リモート方式の申出と本人性の証明について

１ 本人性証明資料の提出（新法２８条）

(1) 公正証書作成嘱託書（実印押捺又は電子署名済み）の
提出
① 書面の場合：公正証書の内容及び公正証書の作成を嘱託する旨を

記載し、実印を押捺して、印鑑証明書を添付したもの
② 電磁的記録の場合：公正証書の内容及び公正証書の作成を嘱託

する旨を記録して、法務大臣指定の電子証明書による
電子署名をしたもの（新施行規則２２条１項）

(2) 写真が表示された公的身分証明書の写しの提出
※ ウェブ会議において、原本を画面上に提示（公証人がキャプチャする。）
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リモート方式の申出と本人性の証明について

２ リモート方式の申出書の提出（新法３１条、３７条２項、４０条３項）

○ 主な記載事項
公正証書の内容

リモート方式利用の必要性
参加者がリモート手続で使用するメールアドレス

参加者の氏名

※ １，２を併せた書面又は電磁的記録の提出も可能

○ 様式１参照
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公証人手数料令の改正について

１ 改正の趣旨
① 少額の契約でも利用しやすくするための引下げ

目的の価額が５０万円以下の手数料の新設
② ひとり親家庭・身寄りのない高齢者の負担軽減

養育費に係る目的の価額の上限を５年分の支払総額に引下げ
死後事務委任契約の目的の価額に対する手数料を半額に引下げ

③ 物価上昇その他の変化を踏まえた手数料の見直し
目的の価額が200万円を超える場合の手数料の引上げ
目的の価額１億円以下の信託に係る加算 （13,000円）

電子正本・電子謄本の発行手数料の新設 （2500円/通）
原本枚数加算、紙正本・紙謄本の枚数単価引上げ (300円/枚）
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公証人手数料令の改正について

２ 手数料改正の時期
○ 改正公証人手数料令の施行期日－令和７年１０月１日

○ 嘱託が施行期日以後にされたものについて適用
嘱託日は、原則として公正証書作成日と一致

３ 家族信託手数料の計算例

・ 信託財産の価額 8000万円
・ 証書枚数 10枚
・ 委託者には紙正本、受託者には電子正本を
交付する場合を想定

（計算の前提）

※ 信託加算が発生
※ 電子公正証書の超過枚数加算は４枚目から
※ 電子公正証書の場合、収入印紙は不要
※ リモート方式か対面方式かでの差はない。
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いただいた御質問について

① リモート方式による信託公正証書作成の開始時期

② リモート方式による公正証書作成の事前準備はいつから
可能か。

③ 指定公証人は地域に関係なく嘱託できるか。

④ 家族信託に精通している公証人を知る方法

⑤ リモート方式による場合の手数料及び納付方法

⑥ リモート方式による場合の予行演習の可否
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Ⅱ：リモート公正証書作成スタート 具体的な利用手順についての最新情報
（14:20～14:50）

≪MEMO≫
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休 憩
（14：50～15：00）
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（15:00～16:20）

Ⅲ：福祉型に特化した活動を展開される
ふくし信託株式会社

ふくし信託株式会社
代表取締役社長

司法書士 山北 英仁 様
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Ⅲ：福祉型に特化した活動を展開される ふくし信託株式会社 （15:00～16:20）
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Ⅲ：福祉型に特化した活動を展開される ふくし信託株式会社 （15:00～16:20）

≪MEMO≫ 



全体質疑応答 （16:20～16:30）

<MEMO>
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